
14 −はびきの　2017.5.1−

○中央図書館（LIC はびきの内）
○陵南の森図書館
○羽曳が丘図書館
○丹比図書館
○東部図書館

軽里 1-1-1
島泉 8-8-1
羽曳が丘西 2-5-1
樫山 251-1
古市 1541-1

☎ 072-950-5501
☎ 072-952-2750
☎ 072-957-5553
☎ 072-937-2355
☎ 072-950-2002

●古市図書館  ☎ 072-958-0050 ㈬㈭㈮㈯㈰ 10:00 ～ 17:30
●ブックステーションはびきのコロセアム ☎ 072-937-7210 ㈫㈭㈮13:30 ～ 16:30●開館時間 10:00 ～ 18:00（※中央図書館は 10:00 ～ 20:00）

市
内
図
書
館

読んでみませんか？

『朽ちゆく世界の廃墟』
自由国民社
　廃墟、それは時の忘れもの。
ウユニの「列車の墓場」、水
上の森のような難破船、ツタ
に覆われた中国の美しい廃村
など、世界に点在する50カ所を紹介します。

『知っておきたい日本の火山図鑑』
林　信太郎／監修・著
小峰書店
　日本には 110 もの活
火山があります。時には
噴火で被害をもたらし、
一方では人々に多くの恩
恵を与えてきた火山につ
いて、もっとよく知ってみませんか。

『服を 10 年買わないって
 　　　　　　決めてみました』
どい かや／著
白泉社
　絵本作家の著者
が、ある年の大みそ
かにふと思い立った

「10 年間服を買わな
い」生活。手作りや
リフォームで楽しく
乗り切った 10 年の記録です。

●ちびっこサロン
　～おはなし・手遊び・おりがみ など～
[ 日時 ] 5 月 10 日㈬ 10:30 ～
[ 場所 ] 森のゆうびん局（市役所敷地内）

●ストーリーテリング入門講座
[ 日時 ] ５月８日、15 日、22 日、
　　　　6 月 5 日㈪ 10:00 ～ 12:00
[ 場所 ] LIC はびきの 中会議室Ｂ
[ 講師 ] 羽曳野市文庫連絡会おはなしの森
[ 定員 ] 20 人（先着順）
[ 申込 ] 4月10日㈪10:00から
　　　　中央図書館にて受付（電話可）

●中央図書館、東部図書館、丹比図書館
　20 日㈯～ 24 日㈬、30 日㈫～ 31 日㈬
●陵南の森図書館、羽曳が丘図書館
　25 日㈭～ 31 日㈬
●ブックステーションはびきのコロセアム 30 日㈫

蔵書点検や資料の整理
などのため、こちらに
記載の日程で休館いた
します。
●古市図書館 31 日㈬

おはなし会（5 月）
東部図書館 10 日㈬ 10:30 ～

羽曳が丘図書館 13 日㈯ 15:00 ～
古市図書館 20 日㈯ 15:00 ～

中央図書館   7 日㈰、14日㈰、
21 日㈰ 13:30 ～

丹比図書館 27 日㈯ 10:30 ～

陵南の森
図書館

  7 日㈰、14 日㈰ 11:00 ～
20 日㈯ 15:00 ～
21 日㈰
・11:00（小さい子向き）
・11:30（少し長いお話を聞ける子向き）
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